
　通知を受けた破綻農水産業協同組合では、そのデータを基に払戻してよい
貯金等と払戻しを停止する必要のある貯金等を分別する作業等、貯金等の払
戻しのための諸準備を行います。その際、担保貯金については担保権が解除
されるか、被担保債権が消滅するまで支払を保留することになっています。
　なお、担保貯金をもって借入金と相殺する場合の扱いについては、相殺の
項（「第１部　貯金保険制度の概要　3（3）ハ．相殺」の項（13ページ））を
参照してください。

　資金援助方式の場合には、破綻農水産業協同組合が民事再生手続の下で、
払戻してよい貯金等と払戻しを停止する必要のある貯金等を分別する作業等
を終え次第、破綻農水産業協同組合において付保貯金額の限度で貯金等の払
戻しを受けることができます。
　貯金等の払戻開始時期や取扱場所等については、貯金保険機構のホームペ
ージ、破綻農水産業協同組合の店頭、マスコミ等を通じてお知らせします。


